
く21亡給付金の支給後に症状が進行L追加給付金を請求する場合に必要な書
類コ

によりl直によりl直

接,当機構に請求してくださいbく症状が進行したことを知った日から3年以内l

にちらからダウンロ-ドしていただいても結構ですo l

e,添付書類

次のいずれOjl書類も必要となリます.

ア.症状が進行したことを証明する医師の診断書く別紙様式第三号l

イ.住民票の写しその他の追加給付金支給請求書に記載した事実を証明する
書類

IX親権者または相続人の方が請衰する場合は,戸籍抄本または謄本や遺言
書等が必要となる場合がありますのでlご相談ください.

く31請求先

給付金支給請求書く追加給付金支給請求書1及び上記添付書類を添えて,下
記の住所に郵送してくださいo

干100-OO13

東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル10階
く独1医薬晶医療機器総合機構 健康被害救済部 特定救済課p宛

く41給付金の支払い

請求書類等を受付l必要事項等を確認後,給付金支給通知書く追加給付金
支給通知書J及びご希望により振込通知書を発送いたしますD支払い方法につ
きましてはl請求書に記裁された指定の口座にお振リ込みいたします.

7.請求期限

川給付金の請求はlく21の場合を除きヘ法施行後5年以内ですoく平味20年1月
16日から平成25年l月15日までJ

く21給付金の請求はl法施行後5年が綾過した時点で裁判中の場合にはへその終
了後1月以内です.

特定フイブリノゲン製剤又は特定血液凝固第耽因子製剤の投与を受け

たことによってC型肝炎ウイルスに感染したことを原因とする損害賠償

につし丁ての訴えの提起又は和解若しくは調停の申立てを平成25年1
月1 5甲以前にした場合においては,当該損害賠償について判決が確
定した日又は和解.調停の成立した日から起算して1月以内に請求を
行ってくださいo

く3.j 追加給付金の請求は1請求される方がへ症状が進行したことを知った日
3年以内ですo

から


